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※１ ※２
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Ⅰ 組織の概要 

 １ 組織機構図 
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県 西 教 育 事 務 所

学校事務センター

サポートオフィス

文 化 遺 産 課
調整・世界遺産登録推進
グ ル ー プ

埋 蔵 文 化 財 グ ル ー プ

中 村 町 駐 在 事 務 所

湘南三浦教育事務所

県 央 教 育 事 務 所

中 教 育 事 務 所

生 涯 学 習 部

生 涯 学 習 課 調 整 グ ル ー プ

企 画 推 進 グ ル ー プ

社 会 教 育 グ ル ー プ

学 校 支 援 課 学 校 支 援 グ ル ー プ

県立学校生徒指導グループ

特 別 支 援 教 育 課 事 業 調 整 グ ル ー プ

教 育 指 導 グ ル ー プ

学 校 体 育 指 導 グ ル ー プ

支 援 部

子ども教育支援課 調 整 グ ル ー プ

教 育 指 導 グ ル ー プ

小中学校生徒指導グループ

高 校 教 育 企 画 グ ル ー プ

国際・情報教育グループ

保 健 体 育 課 調 整 ・ 給 食 グ ル ー プ

保 健 安 全 グ ル ー プ

企 画 グ ル ー プ高校総体推進室

式 典 グ ル ー プ

競 技 ・ 宿 泊 グ ル ー プ

指 導 部

高 校 教 育 課 調 整 グ ル ー プ

入学者選抜・定員グループ

教 育 課 程 指 導 グ ル ー プ

専 門 教 育 指 導 グ ル ー プ

※１ ※２ 
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２ 教育委員会 

県教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき設置さ

れた合議制の執行機関であって、教育長及び５人の委員をもって組織され、教育

行政における重要事項や基本方針を決定している。 
職 名 氏 名 任期 就任年月日 備 考 

教 育 長 花 田 忠 雄 ３年 
令和 ４ 年 ４ 月 １ 日 

（令和７年４月１日再任） 
 

第一教育長 

職務代理者 
下 城   一 ４年 

令和 ２ 年 10 月 17 日 

（令和６年10月17日再任） 

令和２年11月10日から 

第一教育長職務代理者 

第二教育長 

職務代理者 
吉 田 勝 明 ４年 

平成 25 年 10 月 16 日 

（令和７年10月16日再任） 

令和４年10月25日から 

第二教育長職務代理者 

委 員 笠 原 陽 子 ４年 
平成 29 年 ４ 月 １ 日 

（令和５年10月22日再任） 
 

委 員 佐 藤 麻 子 ４年 
平成 30 年 10 月 14 日 

（令和４年10月14日再任） 
 

委 員 常 陸 佐矢佳 ４年 
令和 ４ 年 10 月 17 日 

（令和６年10月17日再任） 
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３ 幹部職員一覧 

 

  (1) 本庁機関 

 

職 名 氏 名 職 名 氏 名 

教 育 長 花 田 忠 雄 行 政 部 行 政 課 長 髙 橋 慶 吏 

教 育 局 長 篠 田   寛 行 政 部 財 務 課 長 白 石   功 

県立高校改革担当局長 田 村   暢 行 政 部 教 育 施 設 課 長 野 口 貴 正 

副 局 長 

＜障害者雇用統括監＞ 
三 杉 正 篤 行政部教職員企画課長 常 山 敦 司 

教 育 参 事 監 

（ 働 き 方 改 革 担 当 ） 
濱 田 啓太郎 

行 政 部 

県立学校人事担当課長 
普 川 芳 昭 

教 育 参 事 監 

（ 学 校 教 育 担 当 ） 
渡 貫 由季子 行 政 部 厚 生 課 長 比留間 洋 樹 

総 務 室 長 飯 田   馨 
インクルーシブ教育推進課長（兼） 

総務室県立高校改革担当課長 
石 井 晴 絵 

行 政 部 長 鈴 木 鎮 夫 
指導部高校教育課長（兼） 

総務室県立高校改革担当課長 
及 川 博 伸 

参 事 （ 兼 ） 行 政 部 

教 職 員 人 事 課 長 
鈴 木 寿 則 

指 導 部 

高校教育企画担当課長 
石 原 英 之 

インクルーシブ教育推進 

担 当 部 長 
篠 原 朋 子 指 導 部 保 健 体 育 課 長 瀬 尾 一 幸 

指 導 部 長 大 東 洋 樹 
指 導 部 保 健 体 育 課 

高 校 総 体 推 進 室 長 
五十嵐 英 幸 

支 援 部 長 八 矢 信 宏 支援部子ども教育支援課長 本 間 隆 司 

生 涯 学 習 部 長 岡 田   久 支 援 部 学 校 支 援 課 長 粟 野 成 広 

総務室企画調整担当課長 

＜企画調整官＞＜広報官＞＜ＳＤＧｓ調整官＞ 
星   孝 樹 支援部特別支援教育課長 立 花 裕 治 

総 務 室 管 理 担 当 課 長 

＜障害者雇用推進官＞ 
松 田 剛 志 生涯学習部生涯学習課長 秋 山 直 樹 

総務室ＩＣＴ推進担当課長 梶 本 好 弘 生涯学習部文化遺産課長 和 田 千 佳 

総 務 室 

県立高校改革担当課長 
繁 里 昭 宏 
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 (2) 教育事務所、学校事務センター及びサポートオフィス 

 

名 称 所 在 地 職 名 氏 名 

湘南三浦教育事務所 藤沢市鵠沼石上２丁目７番１号 所 長 河 野 光 志 

県 央 教 育 事 務 所 厚木市水引２丁目３番１号 所 長 須 田   剛 

中 教 育 事 務 所 平塚市中里50番１号 所 長 内 藤 公 彦 

県 西 教 育 事 務 所 小田原市荻窪350番地の１ 所 長 磯 辺 和 彦 

学校事務センター 横浜市中区山下町１番地 所 長 伊 藤   聡 

サポートオフィス 横浜市西区岡野二丁目12番20号 所 長 片 岡 充 彦 

 

 

  (3) 教育機関 

 

名 称 所 在 地 職 名 氏 名 

県 立 図 書 館 横浜市西区紅葉ケ丘９番地の２ 館 長 村 上 剛 史 

川 崎 図 書 館 川崎市高津区坂戸３丁目２番１号 館 長 清 水   明 

金 沢 文 庫 横浜市金沢区金沢町142番地 文 庫 長 向 坂 卓 也 

近 代 美 術 館 三浦郡葉山町一色2,208番地の１ 館 長 長 門 佐 季 

総合教育センター 藤沢市善行七丁目１番１号 所 長 市 川 幸 春 

歴 史 博 物 館 横浜市中区南仲通５丁目60番地 館 長 望 月 一 樹 

生命の星・地球博物館 小田原市入生田499番地 館 長 佐 藤 武 宏 

備考 県立学校については、「Ⅳ 附属資料」参照 
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４ 分掌事務 

 

総務室 

(1) 教育委員会の事務に関すること。 

(2) 教育行政の総合的企画及び調整に関すること。  

(3) かながわ教育ビジョンの進行管理に関すること。  

(4) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等に関すること。  

(5) 行政組織及び職員の定数に関すること（教職員人事課の所掌に属するものを除く。）。  

(6) 職員の任免、給与、分限、公務災害補償、服務その他の人事及び研修に関すること（教 

職員企画課及び教職員人事課の所掌に属するものを除く。）。  

(7) 表彰等に関すること。  

(8) 教育行政に係る広報、広聴、情報公開、情報提供及び個人情報の保護に関すること。 

(9) 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）に基づく事務の指導及び助言に 

関すること。 

(10) 神奈川県情報公開条例（平成12年神奈川県条例第26号）に基づく事務の指導及び助言 

に関すること。  

(11) 防災に関すること。  

(12) 情報化の推進に係る企画及び調整に関すること。  

(13) 教育委員会ネットワークに関すること。  

(14) 神奈川県立の高等学校に係る再編整備の総合的企画及び調整に関すること。  

(15) 学校事務センターに関すること。  

(16) サポートオフィスに関すること。  

(17) 神奈川県立総合教育センターに関すること。  

(18) (1)～(17)に掲げるもののほか、局内他課に属しない事務に関すること。 

 

行政部 

  行政課 

(1) 行政部内各課の総合調整に関すること。  

(2) 公印に関すること。  

(3) 文書の受領、発送及び保存に関すること。  

(4) 市町村教育委員会の組織及び運営についての指導、助言等に関すること。  

(5) 規則案、訓令案等の審査に関すること。  

(6) 学校教育法（昭和22年法律第26号）に関し、学校の設置廃止等の認可、届出の受理等 

に関すること。 

(7) 教育委員会に係る公益信託に関すること。  

(8) 教育行政に係る行政事務の監察に関すること。  

(9) 教育行政に係る事務能率の増進に関すること。  

(10) 附属機関の委員の任免に関すること。  

(11) 調査統計に係る企画及び調整に関すること。  
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(12) 基幹統計及び一般的調査統計に関すること。  

(13) 職員の考査に関すること。  

(14) 職員の懲戒に関すること。  

(15) 人権教育の推進に係る総合的企画及び調整に関すること。 

 

財務課 

(1) 財務に係る調査及び企画に関すること。 

(2) 予算の編成に関すること。 

(3) 予算の経理に関すること。 

(4) 決算に関すること。 

(5) 財務事務の指導に関すること。 

(6) 県立学校の管理運営に係る予算の総括に関すること。 

(7) 県立学校の授業料等の徴収に関すること。 

(8) 奨学金に関すること。 

(9) 公立学校施設の整備に係る国庫負担金、補助金及び交付金の事務に関すること。 

 

教育施設課 

(1) 教育財産及び受任財産（以下「教育財産等」という。）の管理に関すること。  

(2) 教育財産等（学校施設を除く。）の各所営繕、防災その他の保全に関すること。 

(3) 学校施設の建設、保全等に関すること。 

(4) 学校施設等に係る再整備の推進並びに総合的企画及び調整に関すること。 

 

教職員企画課 

(1) 教職員（県費負担教職員及び県立学校の教育職員に限る。以下同じ。）の給与そ 

の他の勤務条件等に係る調査、企画及び調整に関すること。 

(2) 教職員の服務に関すること。 

(3) 教職員の給与、旅費その他の給付に関すること。 

(4) 教職員の給与費等に係る国庫負担金等の事務に関すること。 

(5) 教職員の人材確保及び育成に係る総合的企画及び調整に関すること。 

(6) 教育職員免許法（昭和24年法律第147号）の施行に関すること。 

(7) 神奈川県教育職員免許状再授与審査会に関すること。 

(8) 教員の働き方改革に関すること。 

 

教職員人事課 

(1) 教職員の人事に係る調査、企画及び調整に関すること。 

(2) 教職員の定数に関すること。  

(3) 教職員の選考、任免、分限、公務災害補償その他の人事に関すること。  

(4) 教職員の人事管理等に係る研修に関すること。  

(5) 市町村立学校の学級編制に関すること。  
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(6) 教員採用候補者選考試験に係る事務に関すること。  

(7) 教育事務所に関すること。 

 

厚生課 

(1) 職員の福利厚生に係る調査及び企画に関すること。 

(2) 職員の福利厚生に関すること。 

(3) 職員の健康管理及び安全衛生に関すること。 

(4) 公立学校共済組合神奈川支部に関すること。 

 

インクルーシブ教育推進課 

(1) インクルーシブ教育の推進に係る総合的企画、調査及び調整に関すること。 

(2) インクルーシブ教育の推進についての指導、助言等に関すること。 

 

指導部 

高校教育課（インクルーシブ教育推進課及び保健体育課の所掌に属するものを除く。） 

(1) 指導部内各課の総合調整に関すること。 

(2) 高等学校及び中等教育学校（以下「高等学校等」という。）の教育に係る総合的企画、 

調査及び調整に関すること。 

(3) 高等学校等の入学定員に関すること。  

(4) 高等学校の入学者の選抜及び中等教育学校の入学者の決定に関する基準の作成並び 

に指導及び助言に関すること。 

(5) 高等学校等の生徒の就学についての指導及び助言に関すること。 

(6) 高等学校等の教育の内容の取扱いに関すること。 

(7) 高等学校等に係る学校管理、教育課程、学習指導その他学校教育についての指導、助 

言等に関すること。 

(8) 高等学校等の理科教育並びに高等学校の産業教育、定時制の課程の教育及び通信教 

育の振興に関すること。 

(9) 高等学校等の教育職員の現職教育及び養成の計画及び実施に関すること。 

(10) 高等学校等の教育職員の研修に関する総合的企画及び実施に関すること。 

(11) 教科書の発行に関する臨時措置法（昭和23年法律第132号）の施行に関すること（高 

等学校及び中等教育学校（前期課程を除く。）に係るものに限る。）。 

(12) 高等学校及び中等教育学校（前期課程を除く。）の教科用図書に関すること。 

(13) 高等学校等に係る教材教具に関すること。 

(14) 産業教育振興法（昭和26年法律第228号）及び理科教育振興法（昭和28年法律第186号） 

に基づく国庫負担金及び国庫補助金の事務に関すること（子ども教育支援課の所掌に属 

するものを除く。）。 

(15) 高等学校卒業程度認定試験に関すること。 

(16) 神奈川県産業教育審議会に関すること。 

(17) 高等学校等の教育内容の充実に係る事業等の企画及び調整に関すること。 
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(18) 県立高校改革において実施する事業（他室課の所掌に属するものを除く。）の企画及 

び調整に関すること。 

 

保健体育課 

(1) 学校体育、学校保健、学校安全及び学校給食（以下「学校体育等」という。）に係る 

調査及び企画に関すること。 

(2) 学校体育等に係る教育の内容の取扱いに関すること。 

(3) 学校体育等に係る学校管理、教育課程、学習指導、生徒指導その他学校教育について 

の指導、助言等に関すること。 

(4) 学校体育等に係る教育職員の現職教育及び養成の計画及び実施に関すること。 

(5) 学校体育等に係る教育職員の研修に関する企画及び実施に関すること。 

(6) 学校体育等に係る教材教具に関すること。 

(7) 幼児、児童及び生徒の保健管理に関すること。 

(8) 学校環境の衛生管理の指導及び助言に関すること。 

(9) 学校保健安全法（昭和33年法律第56号）の施行に関すること。 

(10) 学校給食法（昭和29年法律第160号）及び夜間課程を置く高等学校における学校給食 

に関する法律（昭和31年法律第157号）の施行に関すること。 

(11) 学校歯科保健の指導に関すること。 

(12) 学校安全に係る給付等に関すること。 

(13) 学校給食用物資に関すること。 

(14) 神奈川県局設置条例（昭和31年神奈川県条例第30号）第４号ウに規定する事項に係る 

文化スポーツ観光局との連絡調整に関すること。 

(15) 令和９年度全国高等学校総合体育大会の開催に関すること。 

 

支援部 

子ども教育支援課（保健体育課の所掌に属するものを除く。） 

(1) 支援部内各課の総合調整に関すること。 

(2) 幼稚園（認定こども園の要件を定める条例（平成18年神奈川県条例第65号）第１条第 

１号に規定する幼稚園型認定こども園を含む。）、小学校、中学校及び義務教育学校（以 

下「義務教育学校等」という。）並びに特別支援学校の教育に係る総合的企画、調査及 

び調整に関すること。 

(3) 義務教育学校等における教育上支援を必要とする児童生徒に対する教育に関すること。 

(4) 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律（昭和31 

年法律第40号）に基づく国庫補助金の事務に関すること。 

(5) 神奈川県立のふれあいの村に関すること。 

(6) 義務教育学校等の教育の内容の取扱いに関すること。 

(7) 義務教育学校等に係る学校管理、教育課程、学習指導その他学校教育についての指導、 

助言等に関すること。 

(8) 義務教育学校等の教育に係る教育職員の現職教育及び養成の計画及び実施に関すること。 
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(9) 義務教育学校等の教育に係る教育職員の研修に関する総合的企画及び実施に関すること。 

(10) 義務教育学校等に係る児童生徒指導についての指導、助言等に関すること。 

(11) 義務教育学校等に係る児童生徒指導についての企画、連携及び調整に関すること。 

(12) 教科書の発行に関する臨時措置法の施行に関すること（小学校、中学校、義務教育学 

校及び中等教育学校（前期課程に限る。）に係るものに限る。）。 

(13) 小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校（前期課程に限る。）の教科用図書 

に関すること。 

(14) 義務教育学校等に係る教材教具に関すること。 

(15) 義務教育学校等への就学についての指導、助言等に関すること。 

(16) 神奈川県教科用図書選定審議会に関すること。 

 

学校支援課 

(1) 教育委員会に係る争訟についての指導、助言等に関すること。 

(2) 学校教育に係る法律相談等に対する助言等に関すること。 

(3) 高等学校等及び特別支援学校に係る児童生徒指導についての指導、助言等に関する 

こと（保健体育課の所掌に属するものを除く。）。 

(4) 高等学校等及び特別支援学校に係る児童生徒指導についての企画、連携及び調整に 

関すること（保健体育課の所掌に属するものを除く。）。 

(5) 神奈川県いじめ防止対策調査会に関すること。 

 

特別支援教育課（保健体育課の所掌に属するものを除く。） 

(1) 特別支援教育の内容の取扱いに関すること。 

(2) 特別支援学校に係る学校管理、教育課程、学習指導その他学校教育についての指導、 

助言等に関すること。 

(3) 特別支援教育に係る教育職員の現職教育及び養成の計画及び実施に関すること。 

(4) 特別支援教育に係る教育職員の研修に関する総合的企画及び実施に関すること。 

(5) 教科書の発行に関する臨時措置法の施行に関すること（特別支援学校に係るものに 

限る。）。 

(6) 特別支援学校に係る教科用図書に関すること。 

(7) 特別支援学校に係る教材教具に関すること。 

(8) 特別支援学校への就学についての指導、助言等に関すること。 

(9) 特別支援学校への就学奨励に関する法律（昭和29年法律第144号）の施行に関すること。 

(10) 特別支援学校の再編整備に関すること。 

 

  生涯学習部 

生涯学習課 

(1) 生涯学習部内各課の総合調整に関すること。 

(2) 生涯学習の振興に係る調査、企画及び調整に関すること。 

(3) 生涯学習放送に関すること。 
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(4) 成人教育、家庭教育、女性教育その他の社会教育に関すること。 

(5) 社会教育施設の整備、管理及び活用に関すること。 

(6) 社会教育その他の生涯学習に係る指導者等の研修、養成等に関すること。 

(7) 社会教育関係団体その他の生涯学習関係団体の育成、指導等に関すること。 

(8) 神奈川県生涯学習審議会に関すること。 

 

文化遺産課 

(1) 文化財保護に係る調査及び企画に関すること。 

(2) 文化財の保存及び活用に関すること。 

(3) 銃砲刀剣類の登録に関すること。 

(4) 神奈川県文化財保護審議会に関すること。 

(5) 世界遺産登録の推進に関すること。 
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５ 職員配置 

 

所 属 職員数(人) 所 属 職員数(人) 

総 務 室 68（３） 湘 南 三 浦 教 育 事 務 所 20 

行 政 課 23（２） 県 央 教 育 事 務 所 21（１） 

財 務 課 37（２） 中 教 育 事 務 所 15 

教 育 施 設 課 51（１） 県 西 教 育 事 務 所 19 

教 職 員 企 画 課 30 学 校 事 務 セ ン タ ー 63（１） 

教 職 員 人 事 課 50（１） サ ポ ー ト オ フ ィ ス 10（１） 

厚 生 課 19 県 立 図 書 館 47（１） 

インクルーシブ教育推進課 16（１） 川 崎 図 書 館 19 

高 校 教 育 課 51（３） 金 沢 文 庫 13（１） 

保 健 体 育 課 44 近 代 美 術 館 14（２） 

 高 校 総 体 推 進 室 22 総 合 教 育 セ ン タ ー 111（６） 

子 ど も 教 育 支 援 課 30 歴 史 博 物 館 26（３） 

学 校 支 援 課 16 生 命 の 星 ・ 地 球 博 物 館 30 

特 別 支 援 教 育 課 29（１）   

生 涯 学 習 課 22   

文 化 遺 産 課 23（２）   

小  計 509（16） 小  計 408（16） 

合   計 917（32） 

 備考 
 １ 令和８年４月１日現在の一般常勤職員（育休代替等任期付職員及び臨時的任用職員を除く。）及び

再任用職員について記載 
 ２ 職員数には国や他自治体からの派遣・交流職員を含む 
３ （ ）内は再任用職員で内数 
４ 高校総体推進室は保健体育課の内数 
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６ 附属機関 

  
名 称 所掌事務 委員数 所管課 

神 奈 川 県 
産業教育審議会 

産業教育振興法（昭和26年法律第228号）

第12条の規定に基づき、産業教育に関す

る重要事項について教育委員会又は知事

の諮問に応じて調査審議し、その結果を

報告し、又は意見を建議する 

20人以内 

（０人） 
高校教育課 

神 奈 川 県 
いじめ防止対策 
調 査 会 

いじめ防止対策推進法（平成25年法律第

71号）第14条第３項の規定に基づき、いじ

めの防止、いじめの早期発見及びいじめ

への対処のための対策に関する重要事項

について教育委員会の諮問に応じて調査

審議し、その結果を報告し、又は意見を建

議するとともに、同法第28条第１項の規

定に基づき、県立学校における同項の重

大事態について教育委員会の諮問に応じ

て調査審議し、その結果を報告する 

15人以内 

(15人) 学校支援課 

神 奈 川 県 
生涯学習審議会 

生涯学習の振興のための施策の推進体制

等の整備に関する法律（平成２年法律第

71号）第10条第２項及び第３項の規定に

基づき、生涯学習に資するための施策の

総合的な推進に関する重要事項について

教育委員会又は知事の諮問に応じて調査

審議し、その結果を報告し、又は意見を建

議する 

20人以内 

(15人) 
生涯学習課 

神 奈 川 県 
文 化 財 保 護 
審 議 会 

文化財保護法（昭和25年法律第214号）第

190条第３項の規定に基づき、文化財の保

存及び活用に関する重要事項について教

育委員会の諮問に応じて調査審議し、そ

の結果を報告し、又は意見を建議する 

20人以内 

（17人） 文化遺産課 

神 奈 川 県 
教科用図書選定

審 議 会 

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置

に関する法律（昭和38年法律第182号）第

11条第１項の規定に基づき、義務教育諸

学校の教科用図書の採択に関する重要事

項について教育委員会の諮問に応じて調

査審議し、その結果を報告し、又は意見を

建議する 

15人以上 
20人以内 
(16人) 

子ども教育支援課 

神 奈 川 県 
教育職員免許状 
再 授 与 審 査 会 

教育職員等による児童生徒性暴力等の防

止等に関する法律（令和３年法律第57号）

第22条第２項の規定に基づき、特定免許

状失効者等の改善更生の状況その他その

後の事情により教育委員会が再び免許状

を授与するに当たっての意見を建議する 

５人以内 
（５人） 教職員企画課 

備考 委員数欄の上段の人数は、条例及び規則に定める委員定数、下段（ ）内の人数は、令和８年  
４月１日現在の委員実数を示す。 
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Ⅱ 予算の概要 

 令和８年度当初予算総括表 

 

 

 

 

 

 

 

  

（単位　千円）

令和８年度
当初予算額

令和７年度
当初予算額

比　　較
備考

科　目
国  庫
支出金

県  債 その他

395,206,892 342,337,247 52,869,645 67,573,163 11,814,000 33,899,352 281,920,377

(項) 51,027,585 40,144,381 10,883,204 1,773,780 7,326,000 19,600,959 22,326,846

(項) 93,198,366 87,453,137 5,745,229 23,529,049 － 23,660 69,645,657

(項) 55,028,251 49,382,825 5,645,426 13,592,888 － 10,078 41,425,285

(項) 120,137,810 116,684,915 3,452,895 11,070,374 1,991,000 13,747,268 93,329,168

(項) 47,319,572 42,239,256 5,080,316 5,640,550 1,286,000 109,183 40,283,839

(項) 4,302,089 5,908,890 △ 1,606,801 142,735 1,211,000 408,185 2,540,169

(項) 24,193,219 523,843 23,669,376 11,823,787 － 19 12,369,413

395,206,892 342,337,247 52,869,645 67,573,163 11,814,000 33,899,352 281,920,377

432 △432
その他
特定収入

395,206,892 342,337,247 52,869,645 67,573,163 11,814,000 33,899,784 281,919,945

特 別 支 援
学 校 費

（一般会計）

内　訳
令　和　８　年　度  の  財  源  内  訳

特　　定　　財　　源

一般財源

社会教育費

保健体育費

小　　計

教 育 委 員 会 計

(款) 教 育 費

教育総務費

小 学 校 費

中 学 校 費

高等学校費
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Ⅲ 事業の概要 

 令和８年度主要事業の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
１　変化の激しい社会に適応できる人材の育成

(1) ＧＩＧＡスクール構想等に基づく学校ＤＸの推進

拡  ア 市町村立小・中学校における１人１台端末等の更新　① 11,837,061千円

 イ 県立中等教育学校における１人１台端末の更新　① 22,845千円

 ウ 県立特別支援学校における情報機器等の整備　① 301,883千円

 エ 県立高校等におけるパソコン借上整備等　① 1,530,742千円

 オ 県立学校の校内ネットワーク基盤の整備　① 682,486千円

拡  カ 生徒用無線ＬＡＮ等の整備　① 313,177千円

 キ ＤＸハイスクールの推進　① 134,000千円

　１人１台端末を有効活用できるよう、県立学校に無線ＬＡＮのアクセスポイン
ト等を整備し、円滑な通信環境を確保する。

　県立高校等における１人１台端末の活用やＩＣＴを活用した生徒の学習活動の
充実を図るため、パソコン教室の情報機器の更新等を行う。

　１人１台端末等を計画的に更新するため、公立学校情報機器整備基金を活用し
て、市町村に対して補助する（約32万台分）。

　県立中等教育学校の前期課程における１人１台端末環境の確保のため、タブレ
ット端末の計画的な更新を行う（352台）。

　県立特別支援学校における１人１台端末環境の確保のため、小・中学部の情報
機器の更新等を行うとともに、タブレット端末を新規配備する（192台）。
　また、高等部新１年生の端末について、就学奨励費を活用して整備する。

　ＩＣＴを活用した文理横断的な学びの強化等を行う県立高校等（ＤＸハイスク
ール）において、情報機器の購入や講師派遣等、必要な環境を整備する（28校)｡

　校内のネットワークにおいて、通信速度の高速化や情報セキュリティの向上等
を図るため、基幹機器等の更新を行う。

【事業の対象区域】 

① 全市町村                                  ⑤ 横浜市、川崎市を除く市町村                                                                                                                      

② 政令市を除く市町村                        ⑥ 町村のみ                                                                                                              

③ 政令市・中核市を除く市町村                ⑦ 特定市町村 

④ 政令市・中核市・保健所政令市を除く市町村  ⑧ その他 

 

・ 新 印は新規事業、 拡 印は拡充事業 

 

・「県立高校等」とは、県立高等学校及び中等教育学校を指す。 
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(2) 理数教育、グローバル人材等の育成

 ア 生徒の英語力向上の推進　① 406,089千円

 イ 高校生国際交流支援事業費　① 11,182千円

 ウ スーパーサイエンスハイスクールに対する体制整備　① 25,887千円

 エ 県立高校指定校事業費　① 14,053千円

 オ 小学校外国語教育（英語）における指導体制の充実　② 人件費対応

(3) キャリア教育等の推進

拡  ア 専門学科デュアルシステム推進事業費　① 9,470千円

拡  イ 高校生学習活動コンソーシアム事業費　① 33,573千円

(4) GREEN×EXPO 2027に向けた取組

新  　 GREEN×EXPO 2027校外学習支援事業費（国公立分）　⑧ 171,790千円

(5) 令和９年度全国高等学校総合体育大会に向けた取組

拡  　 令和９年度全国高等学校総合体育大会準備費　① 72,180千円

　全県立高校等にネイティブスピーカーの外国語指導助手（ＡＬＴ）を派遣する
とともに、生徒の英語資格・検定試験の受験を促進するための支援等を行う。

　スーパーサイエンスハイスクール指定校において、実験・実習における教員へ
の支援等を行うため、会計年度任用職員を配置する。

　県立高校改革実施計画に掲げるグローバル教育や理数教育、ＳＴＥＡＭ教育等
について、指定した学校が指導内容や方法等を研究開発し、その成果を各校に普
及するなど、質の高い教育の充実に取り組む。

　令和９年度に南関東ブロック（神奈川県、山梨県、千葉県、東京都）で開催さ
れる全国高等学校総合体育大会（インターハイ）を円滑に運営するため、会場地
自治体、競技団体、高体連専門部等の関係機関と連携して開催準備を行う。

　市町村立小学校（政令市を除く）において、質の高い英語教育を行うととも
に、学習指導要領の円滑な実施と学級担任の負担軽減を図るため、専科教員を配
置する（68人）。

　県内の希望する国公立学校（横浜市立学校を除く）が校外学習等で来場する機
会を提供するため、令和９年度の入場料の支援に向けて、コーディネートを行う
事務局を設置する。

　友好交流地域である米国メリーランド州及び台湾新北市へ県内の高校生を教育
特使として派遣する。

　県立高校等と外部機関との連携やインターンシップの充実を図るため、県立高
校等に配置するコンソーシアムサポーター（10人）の任用期間を拡充する（46週
⇒ 52週）。

　農業、工業などの専門学科において長期間の企業実習を推進するため、専門的
見地からコーディネートできる人材の配置を行う。また、まなびや基金への寄附
を活用して、県外産業体験交流活動を実施し、実践的な職業教育を行う。
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  ２　教員の働き方改革の加速化

(1) 県立学校の取組

 ア 業務アシスタント等の配置

  (ｱ) 業務アシスタントの全校２名配置　① 1,330,892千円（人件費対応）

拡   (ｲ) 部活動指導員配置事業費　① 74,905千円

  (ｳ) 教員のＩＣＴ活用支援体制の充実　① 221,523千円

  (ｴ) スクールカウンセラー等の配置　① 394,564千円

 イ 校務ＤＸの推進

　(ｱ) 統合型校務支援システム事業費　① 175,095千円

　(ｲ) 高等学校採点システム事業費　① 26,994千円

　(ｳ) 学校・家庭連絡システム整備費　① 17,160千円

　(ｴ) グループウェアシステム開発運営費　① 136千円

新 　(ｵ) 生成ＡＩによる校務支援事業費　① 2,475千円

　(ｶ) ヘルプデスク設置運営費　⑧ 63,888千円

　すべての県立高校等にスクールカウンセラーを週１日配置する（138人)とと
もに、県教育委員会内にスーパーバイザーを配置する（１人）。また、すべて
の県立高校等にスクールソーシャルワーカーを週１日配置する(138人)｡

　すべての県立学校において校務を効率化するため、統合型校務支援システム
を運用する。

　教員が利用するネットワーク、パソコン、システム等に関する問合せ対応や
ネットワーク障害発生時の一部対応作業を行うヘルプデスクを運営する。

　学校と保護者との間の迅速な連絡・情報共有を図るため、学校・家庭連絡シ
ステムを運用する。

　教員の定期テスト等の採点業務の効率化を図るため、採点システムを運用す
る。

　県立高校で部活動の顧問として指導等を行う部活動指導員の配置を拡充する
（49人 ⇒ 53人）。

　教員のＩＣＴ活用の充実を図るため、県立学校にＩＣＴサポーターを配置す
るとともに、ＩＣＴ支援員を派遣する。

　教員以外の者でも対応可能な業務を行う「業務アシスタント」を全県立学校
へ２名ずつ配置する（328人）。

　教員間の情報共有をより円滑にするため、グループウェアシステム等の再構
築に向けた開発を行う（令和９年度運用開始）。

　県立学校管理職の業務負担を軽減するため、生成ＡＩを活用した校務サポー
トシステムを運用する。
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   拡 　(ｷ) 校務パソコン整備費　① 488,117千円

新 　(ｸ) 教育委員会ネットワークシステムの再構築　① 40,000千円

　(ｹ) 教育委員会ネットワーク回線整備事業費　① 51,962千円

 ウ 県立学校問題解決サポートダイヤルの運営　① 13,206千円

新  エ 県立学校働き方改革アドバイザーの派遣　① 760千円

 オ オフィス環境の改善　① 1,497,393千円

 カ メンタルヘルス対策推進費　① 7,927千円

(2) 市町村立学校への支援

 ア スクール・サポート・スタッフ等の配置

　(ｱ) スクール・サポート・スタッフの全校配置　② 835,355千円（人件費対応）

　(ｲ) 教頭マネジメント支援員の配置　② 88,574千円（人件費対応）

  　(ｳ)　スクールカウンセラー等の配置　② 495,459千円

拡   　(ｴ)　小学校における教科担任制の推進　② 人件費対応

　市町村立小・中学校等にスクールカウンセラー（269人）及びスクールソー
シャルワーカー（55人）を配置する。

　学校と保護者・地域住民との間で生じた困難な問題について、解決に向けたサ
ポートを行うため、県教育委員会内に設置した県立学校問題解決サポートダイヤ
ルを運営する。

　職員室等のオフィス環境を改善するため、備品の整備等を行う（54所属）。

　教職員への研修や精神科医等による相談を実施するとともに、ストレスチェッ
クの結果をもとに精神科医が各学校に対し、職場環境改善の支援を行う。

　常勤教員に１人１台の校務パソコンを継続配備するとともに、非常勤講師等
への追加配備を行う。

　教育の情報化や校務ＤＸを推進するため、基盤である教育委員会ネットワー
クシステムを再構築する（令和10年度運用開始）。

　県立学校においてＩＣＴを活用した教育を推進するため、高速かつ安定的に
利用できる教育委員会ネットワーク回線を整備する。

  県立学校に外部講師のアドバイザーを派遣し、専門的な見地から働き方改革の
加速化に向けた助言や指導を行う。

　採点業務など教員が行う業務を補助するスクール・サポート・スタッフを全
市町村立小・中・特別支援学校（政令市を除く）に配置する（501人）。

　教職員の勤務管理事務等を支援するため、市町村立小・中学校（政令市を除
く）に教頭マネジメント支援員を配置する（23人）。

　市町村立小学校（政令市を除く）の中・高学年で実施している教科担任制の
対象校を拡大して実施する（108人 ⇒ 132人）。
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新 　(ｵ) 中学校における35人以下学級の実施　② 人件費対応

 イ 市町村立学校働き方改革加速化補助金　② 450,000千円

 ウ 部活動指導員配置促進事業費補助　② 70,057千円

拡  エ 部活動の地域展開の推進　② 69,673千円

　市町村立小学校（政令市を除く）において完成した35人以下学級を中学校で
も切れ目なく実現するため、中学校１年生において35人以下学級を実施する
（139人増）。

　公立中学校において部活動指導員を配置する市町村(政令市を除く)に対して補
助する（19市町）。

　公立中学校の部活動の地域展開を推進するため、地域クラブの活動費への支援
や、コーディネーターの配置の拡充等を行う。また、新たに企業等と連携した相
談・伴走支援や、平日における実証事業を行う。
　※うち31,344千円は文化スポーツ観光局スポーツ課にて予算計上

　市町村立学校（政令市を除く）の教員の働き方改革を加速させるため、令和７
年度から令和９年度までの臨時的・特例的な措置として、市町村が行う働き方改
革に資する事業に補助する。
　＜補助率＞
　・300万円までは10／10、300万円を超える額は１／２又は１／３
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３　共生社会の実現に向けた教育等の推進

(1) インクルーシブ教育の推進

 ア インクルーシブ教育校内支援体制整備事業　② 111,640千円（人件費対応）

拡  イ フルインクルーシブ教育の実現に向けた取組　⑦ 81,309千円

 ウ インクルーシブ教育実践推進校の教職員配置　① 人件費対応

 エ インクルーシブ教育の推進にかかる環境整備・普及啓発　① 8,444千円

(2) 特別支援教育の充実

 ア 県立特別支援学校における教育環境の充実

拡 (ｱ) 医療的ケア児支援のための環境整備　① 540,000千円

拡 (ｲ) スクールバス等による通学の支援　① 2,841,384千円

 イ 県立特別支援学校の新校等整備

(ｱ) 横浜東部方面特別支援学校の整備　⑦ 87,500千円

(ｲ) 川崎南部方面特別支援学校の整備　⑦ 1,009,000千円

(ｳ) 湘南方面特別支援学校の整備　⑦ 1,116,000千円

　市町村立小学校（政令市及び海老名市を除く）における支援体制を整備するた
め、教育相談コーディネーターの負担軽減を目的とした非常勤講師を配置する
（29市町村、29校）。

　インクルーシブ教育実践推進校における相互理解を深める教育活動の推進のほ
か、県民向けフォーラム等を開催する。

　知的障がいのある生徒が入学するインクルーシブ教育実践推進校において、イ
ンクルーシブ教育推進担当教員等を配置する（18校）。

　フルインクルーシブ教育推進市町村に指定した海老名市と連携してメタバース
を活用した普及啓発等を行うとともに、海老名市立の全小・中学校（19校）に教
育相談コーディネーターの負担軽減を目的とした非常勤講師を新たに配置する。

　総合教育センター旧亀井野庁舎（藤沢市亀井野）に県立特別支援学校の肢体
不自由教育部門を設置するため、増改築工事を行う。

　児童・生徒の通学を支援するため、スクールバス等を増便(162台 ⇒ 174台)
するほか、通学支援員を配置する（15校33人 ⇒ 16校34人）。

　旧菅田小学校跡地（横浜市神奈川区菅田町）に県立特別支援学校（知的障害
教育部門及び肢体不自由教育部門）を新設するため、基本設計を行う。

　県立特別支援学校に配置する看護師を増員する（79人 ⇒ 83人）とともに、
福祉車両等による通学支援を実施する。

　旧河原町小学校跡地（川崎市幸区河原町）に県立特別支援学校（知的障害教
育部門）を新設するため、新築工事を行う。
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新 (ｴ) 藤沢支援学校の整備　⑦ 52,000千円

(3) 障害者雇用の推進や「いのちの授業」等に向けた取組

拡  ア 障害者雇用の推進　① 1,876,487千円

 イ 「いのちの授業」の取組　① 1,639千円

 ウ 中学校夜間学級の運営支援　⑤ 人件費対応

拡  エ 県立学校におけるバリアフリー化の推進　① 134,710千円

　藤沢支援学校（藤沢市亀井野）の受入枠の拡大及び老朽化に対応するため、
改修工事等に向けた基本設計を行う。

　神奈川総合産業高等学校（相模原市南区文京）の施設を活用し、相模原市が設
置した大野南中学校分校夜間学級について、同市以外(横浜市、川崎市域を除く)
の生徒を受け入れるため、教員を派遣するなどの支援を行う。

　新まなびや計画において、県立学校のバリアフリートイレの整備など環境整備
に取り組むとともに、エレベーターの新設等、障がいのある児童・生徒や教職員
の状況を踏まえた対応を実施する。

　いのちのかけがえのなさや、互いに支え合って生きる大切さ等を学び、「とも
に生きる社会かながわ憲章」の理念について考える「いのちの授業」の取組を学
校や家庭、地域で推進する。

　「神奈川県教育委員会サポートオフィス」を横浜西合同庁舎(横浜市西区岡野)
に移転し、新たな集約型オフィスを設置することなどにより、会計年度任用職員
としての障害者の雇用を拡大する（330人 ⇒ 395人）。
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４　誰一人取り残されない学びの保障

(1) かながわ子どもサポートドックの推進

 ア 市町村立小・中学校等へのスクールカウンセラーの配置（再掲） ②

387,249千円

 イ 市町村立小・中学校等へのスクールソーシャルワーカーの配置（再掲） ③

108,210千円

 ウ 県立高校等へのスクールカウンセラーの配置（再掲） ① 189,016千円

 エ 県立高校等へのスクールソーシャルワーカーの配置（再掲） ① 205,548千円

(2) 不登校、いじめ・暴力行為への対応

 ア 不登校対策の取組

(ｱ) 校内教育支援センターの設置促進　② 19,042千円

(ｲ) 学びの多様化学校へのスクールカウンセラーの配置　② 5,771千円

(ｳ) 別室登校等の児童・生徒の支援　② 82,476千円（人件費対応）

(ｴ) 市町村立小・中学校におけるオンラインによる不登校の児童・生徒の支援　②

9,064千円

　すべての市町村立中学校（政令市を除く）にスクールカウンセラーを配置し
(264人）、中学校区内の小学校にも対応する（重点配置校90校）。また、スクー
ルカウンセラーの質の向上、問題行動等の未然防止や早期改善を図るため、教育
事務所等にアドバイザーを配置する（５人）。

　スクールソーシャルワーカーを市町村立小・中学校（政令市・中核市を除く）
に派遣する（50人）とともに、スーパーバイザーを県教育委員会内に配置する
（１人）。また、市町村への指導・助言機能を強化するため、アドバイザーを教
育事務所に配置する（４人）。

　すべての県立高校等にスクールカウンセラーを週１日配置する（138人)｡また､
県教育委員会内にスーパーバイザーを配置する（１人）。

　すべての県立高校等にスクールソーシャルワーカーを週１日配置する(138人)｡

　全中学校区（政令市を除く）を対象として、学校内の子どもの居場所を確保
するため、児童・生徒の別室登校等を支援する支援員を配置する。

　不登校の児童・生徒が安心して過ごせる居場所を確保するため、市町村立学
校（政令市を除く）における校内教育支援センターを設置する市町村に対して
補助する（８市）。

　市町村立小・中学校（政令市を除く）において、不登校の児童・生徒を対象
にオンラインによる支援を行うため、オンライン支援拠点の公立中学校にスク
ールカウンセラーを配置する（７人）。

　不登校の生徒に配慮した教育を行う学びの多様化学校へスクールカウンセラ
ーを配置する（３人）。
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(ｵ) フリースクール等との連携　① 18,064千円

(ｶ) 県立高校における不登校の生徒への対応　① 20,893千円

 イ 魅力ある学校づくりによる不登校や問題行動等の未然防止

(ｱ) 学級運営等の改善のための非常勤講師の配置　② 30,664千円（人件費対応）

(ｲ) 問題行動等の防止のための非常勤講師の配置　② 15,264千円（人件費対応）

(ｳ) 学級経営支援のための非常勤講師の配置　② 24,092千円（人件費対応）

(ｴ) かながわ学力向上実践推進事業費　① 7,439千円

 ウ 教育相談や関係機関との連携の強化による子ども、学校への支援

(ｱ) 電話やＳＮＳによる相談体制の整備　① 78,528千円

(ｲ) スクールロイヤーの配置　② 5,046千円（人件費対応）

(ｳ) いじめ問題対策の推進　① 3,421千円

(ｴ) 不登校対策自然体験活動事業（きんたろうキャンプ）　① 16,345千円

　不登校やひきこもりの子どもの社会的自立を支援するため、フリースクール
等と連携して、メタバースによる学びの場や居場所の提供等を行う。

　市町村立小学校（政令市を除く）において、複数の教員によるきめ細かな指
導を行うため、正常な授業ができない状況になった学級のある学校に対して非
常勤講師を配置する（39人）。

　不登校の生徒への登校支援や進路支援など、社会的自立に向けたサポートを
行うため、県立高校及び総合教育センター（藤沢市善行）にスクールソーシャ
ルワーカーを配置する（31人）。

　市町村立小学校（政令市を除く）において、組織的・計画的な児童指導をコ
ーディネートするため、退職教員を配置する（20人）。

　市町村立中学校（政令市を除く）において、複数の教員によるきめ細かな指
導を行うため、緊急の対応を必要とする学校に対して非常勤講師を配置する
（20人）。

　子どもの不登校や問題行動等の未然防止を図るため、市町村教育委員会と連
携して、分かる授業、学ぶ楽しみを実感できる授業を展開するなど、魅力ある
学校づくりを進める。

　児童・生徒や保護者等が、いつでも相談できるよう、電話やＳＮＳを活用し
た相談体制を整備する。

　いじめ問題に関する連絡協議会及び調査会を開催するとともに、いじめの重
大事態に対し、第三者による調査を実施する体制を整備する。

　足柄ふれあいの村（南足柄市広町）において、不登校の児童・生徒を対象に
宿泊体験を実施し、将来の社会的自立や学校生活の再開に向けて支援する。

　いじめ等の様々な課題に法的側面から支援を行うため、市町村立学校（政令
市を除く）の対応に特化したスクールロイヤーを県教育委員会内に配置する
（１人）。
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(3) 外国につながりのある児童・生徒への支援の充実

 ア 外国につながりのある児童・生徒への指導・支援　③ 21,672千円

 イ 外国につながりのある県立高校生徒への指導・支援　① 33,777千円

新  ウ 日本語を母語としない生徒支援調査事業費　① 2,592千円

(4) 学校生活における経済的負担軽減等の取組

新  ア 公立小学校等の給食費の負担軽減　① 23,662,517千円

新  イ 県立中等教育学校給食施設整備費　① 17,747千円

 ウ 県立高等学校夕食提供事業費　① 20,364千円

 エ 県立学校生理用品配備事業費　① 3,283千円

(5) 幼児期及び架け橋期における教育の質の向上

新   　幼児教育センターの設置　① 10,265千円

　公立小学校等の給食費の保護者負担を軽減させるため、国の制度に基づき市町
村に対して補助する。また、県立特別支援学校小学部については、県独自の支援
も実施し、給食費を無償化する。

　地域人材を活用し、帰国・外国人児童生徒等の市町村立学校への受入促進等に
取り組む市町村（政令市・中核市を除く）に対して補助する（８市町）。

　生徒が、生理用品の確保に不安を感じることなく、より安心して学校生活を送
れるよう、すべての県立学校で女子トイレに生理用品を配備する。

　日本語を母語としない県立高校生徒を支援するため、通訳派遣、日本語指導、
教育相談等を実施する。

　日本語を母語としない県立高校生徒への支援の充実に向けて、同時翻訳機能を
有する機器を試行導入し、効果や課題等について検証を行う。

　県立中等教育学校２校の前期課程において、給食導入に向けた施設整備等を行
う。

　夜間定時制13校の生徒が、栄養バランスの良い食事をとることで学ぶ姿勢を整
えられるよう、生徒の費用負担を軽減した夕食を提供する。

　幼児期及び架け橋期（５歳児から小学校１年生の２年間）における教育の質を
向上させるため、「神奈川県架け橋センター」を県教育委員会内に設置し、市町
村や小学校、幼児教育施設へコーディネーターの派遣等を行う。
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５　県立学校施設再整備計画（新まなびや計画）等の推進

(1) 新まなびや計画の推進

 ア 耐震対策等事業　① 7,370,268千円

 イ 県立高校改革にかかる施設整備　① 425,691千円

(2) 新たな学校施設整備計画の策定に向けた取組

新 　新たな学校施設再整備計画策定業務委託費　① 51,000千円

(3) 新まなびや計画以外の県立学校施設整備等　

 ア 教育施設照明ＬＥＤ化事業費　① 1,986,020千円

拡  イ 県立高校等における体育館空調整備の加速化　① 536,000千円

 ウ 総合教育センター旧庁舎活用推進工事関連費　① 41,844千円

　総合教育センター旧善行庁舎跡地（藤沢市善行）の利活用を目的として、旧庁
舎除却工事完了後の測量等を行う。

　令和９年度までに教育施設の照明を原則ＬＥＤ化するため、工事を順次実施す
る。

　生徒等の安全確保のため、体育館等の耐震補強工事等を行う。
・調査・設計　　　　　　４校
・耐震・老朽化対策工事　４校
・除却工事　　　　　　　１校
・長寿命化対策　　　　　84校　等

　生徒の熱中症対策や、災害時の避難対策の充実を図るため、避難所に指定され
た県立高校等における空調設備の整備を拡充（設計：６校、工事：３校）すると
ともに、全校整備に向けて、新たに民間活力を活用した整備手法の調査・検討を
行う。

　県立高校改革実施計画に伴う再編・統合等に必要な整備を行う。
・調査・設計　　　　　１校
・基本設計　　　　　　１校
・機能改修工事等　　　７校

　現行の新まなびや計画が令和９年度で終了することに伴い、建替えを柱とする
新たな学校施設再整備計画を策定するため、現況調査等を実施する。
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６　社会教育施設の整備等

(1) 県立図書館（横浜市西区紅葉ケ丘）の再整備　① 1,019,514千円

新 (2) 金沢文庫（横浜市金沢区金沢町）の改修工事等　① 20,807千円

(3) 歴史博物館（横浜市中区南仲通）の改修工事等　① 679,986千円

(4) 県立ふれあいの村の改修工事等　① 350,600千円

(5) 埋蔵文化財センター（横浜市南区中村町）の改修工事　① 8,400千円

　耐震補強、外壁の改修、各種設備及び内装の更新のため、前川國男館の改修工事
を行うとともに、収蔵館の改修工事完了に伴い、外部倉庫に保管していた資料を移
転する。

　老朽化対策工事に向けた基本設計及びアスベスト調査を行う。

　照明設備改修工事及び展示ケースの改修を行う。

　足柄ふれあいの村（南足柄市広町）において、空調設備の改修工事や屋上防水工
事等を行うとともに、愛川ふれあいの村（愛川町半原）において、センターキャビ
ンの耐震・老朽化対策工事を行う。

　本館のエレベーターの改修工事を行うとともに、１階トイレの改修工事に向けた
実施設計を行う。
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７　県立高校改革の推進

(1) 質の高い教育の充実

 ア 教育課程研究費　① 5,658千円

 イ 学力調査実施事業費　① 15,418千円

 ウ 県立高校指定校事業費（再掲）　① 14,053千円

 エ 生徒の英語力向上の推進（一部再掲）　① 390,489千円

(2) 学校経営力の向上

 ア 学校教育活性化推進事業費　① 1,335千円

 イ コミュニティ・スクール推進事業　① 4,876千円

(3) 再編・統合等の取組

 　 県立高校改革にかかる施設整備等（一部再掲）　① 735,213千円

　教職員の意欲と能力の向上を図り、学校の主体的な取組を促進するため、県立
学校等における教育力向上に資する事業に対して支援を行う。

　保護者や地域の住民が学校運営に参画し、地域に開かれた信頼される学校づく
りを推進するため、すべての県立高校等（135校）において学校運営協議会によ
り学校評価等を行う。

　新まなびや計画に位置付けた工事や備品整備等、県立高校改革実施計画に伴う
再編・統合等に必要な整備を行う。
・調査・設計　　　　　１校
・基本設計　　　　　　１校
・機能改修工事等　　　16校

　県立高校等における教育の改善と充実を図るため、教育課程上の諸課題につい
て、研究や研修等を行う。

　県立高校２年生を対象に、生徒学力調査を実施し、生徒一人ひとりの学力の定
着と向上に取り組む。

　県立高校改革実施計画に掲げるグローバル教育や理数教育、ＳＴＥＡＭ教育等
について、指定した学校が指導内容や方法等を研究開発し、その成果を各校に普
及するなど、質の高い教育の充実に取り組む。

　全県立高校等にネイティブスピーカーの外国語指導助手（ＡＬＴ）を派遣する
とともに、生徒の英語資格・検定試験の受験を促進するための支援等を行う。
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８　子育て・家庭教育への支援

(1) 子どもの社会的な経験の機会の充実

 ア 地域学校協働活動推進事業費補助　③ 263,029千円

 ・ 放課後子ども教室推進事業費補助

 ・ 地域学校協働活動推進事業費補助

 ・ 地域未来塾推進事業費補助

 イ 地域学校協働活動推進事業費（県立学校）　① 2,330千円

(2) 子育て・家庭教育への理解と環境づくり

 ア 家庭教育支援総合推進事業費補助　③ 1,528千円

 イ 公立高等学校等就学支援金等の支給　① 14,338,300千円

拡  ウ 高校生等奨学給付金（国公立）の支給　① 2,230,000千円

 エ 高等学校奨学金の貸付け　① 1,000,000千円

 オ 短期臨時奨学金の貸付け　① 30,000千円

　公立高校等の授業料を無償とするため、公立高等学校等就学支援金等を支給す
る｡

　授業料以外の教育費負担を軽減するための高校生等奨学給付金について、対象
を中所得世帯（年収約490万円）まで拡充して支給する。

　高校等への生徒の進学準備費用に充てられるよう、入学前の３月に高等学校奨
学金の一部に相当する額を前倒して短期臨時奨学金の貸付けを行う。

　学業等に意欲があって学資の援助を必要とする生徒に対して、無利息で高等学
校奨学金の貸付けを行う。

　家庭教育や子育てについての学習機会の提供や親子参加型行事の実施、相談対
応等の保護者への支援に取り組む市町村（政令市・中核市を除く）に対して補助
する（４市町）。

　地域と学校が連携・協働して子どもたちの成長を支え、地域住民の参画によ
って行われる活動を実施する市町村（政令市・中核市を除く）に対して補助す
る（19市町267箇所）。

　学習支援が必要な中学生等に対して、学習習慣の確立と基礎学力の定着を図
る「地域未来塾」を実施する市町村（政令市・中核市を除く）に対して補助す
る（４市町71箇所）。

　放課後や週末等に地域住民の参画のもと、学習や交流活動等を行う「放課後
子ども教室」を実施する市町村（政令市・中核市を除く）に対して補助する
（26市町村177箇所）。

　地域と学校が連携・協働して子どもたちの成長を支え、地域住民の参画によっ
て行われる活動を県立学校で実施する（５校）。
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９　文化芸術・スポーツの振興

(1) 文化芸術の振興

拡  ア 指定文化財保存修理等補助　① 437,128千円

 イ 民俗芸能調査事業費　① 2,234千円

(2) 健康で豊かな生活の実現とスポーツの振興

 ア 部活動安全対策事業費　① 4,018千円

拡  イ 令和９年度全国高等学校総合体育大会準備費（再掲）　① 72,180千円

　県内の国及び県指定文化財を適切に保存し、地域の魅力創出や活性化につなげ
るため、文化財所有団体や市町村等が行う指定文化財の保存修理事業や公開・活
用事業等に対して補助する。
・団体補助　： 219,449千円（うち世界遺産登録関係： 48,528千円）
・市町村補助： 217,679千円（うち世界遺産登録関係： 34,786千円）

　令和９年度に南関東ブロック（神奈川県、山梨県、千葉県、東京都）で開催さ
れる全国高等学校総合体育大会（インターハイ）を円滑に運営するため、会場地
自治体、競技団体、高体連専門部等の関係機関と連携して開催準備を行う。

　貴重な県内の民俗芸能の保存・継承の基礎資料とするとともに、県民の郷土に
対する愛着を育むため、民俗芸能の現状等を記録する「記録保存」の詳細調査を
行う。

　ケガ防止や熱中症対策等、安心・安全な部活動の環境づくりを行うため、専門
的な知識や技術を持った指導者等の派遣や、指導者・生徒への研修を行う。
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番号 学校名・所在地 (市区町) 校長名 全日制の課程 定時制の課程 専攻科

1 鶴見高等学校 (横浜市鶴見区) 田　代　　　武 普通科

2 鶴見総合高等学校 (横浜市鶴見区) 野　澤　恭　裕 総合学科(単)

3 神奈川工業高等学校 (横浜市神奈川区) 片　受　健　一

機械科
建設科
電気科
デザイン科

機械科
建設科
電気科
普通科（単）
機械科（単）
電気科（単）
建設科（単）

4 神奈川総合高等学校　 (横浜市神奈川区) 井　野　雄　二
普通科(単)
舞台芸術科(単)

5 横浜翠嵐高等学校 (横浜市神奈川区) 師　岡　健　一 普通科 普通科

6 城郷高等学校 (横浜市神奈川区) 関　谷　　　仁 普通科

7 横浜平沼高等学校 (横浜市西区) 吉　野　哲　也 普通科

8 横浜緑ケ丘高等学校 (横浜市中区) 増　田　年　克 普通科

9 横浜立野高等学校　　 (横浜市中区) 井　澤　克　仁 普通科

10 横浜清陵高等学校 (横浜市南区) 布　施　和　久 普通科(単)

11 横浜国際高等学校 (横浜市南区) 島　　　武　彦 国際科(単)

12 横浜南陵高等学校　 (横浜市港南区) 旗　島　経　子 普通科

13 横浜明朋高等学校 (横浜市港南区) 榎　本　譲　治 普通科(単)

14 永谷高等学校 (横浜市港南区) 植　木　麻理絵 普通科

15 光陵高等学校 (横浜市保土ケ谷区) 蘇　武　和　成 普通科

16 商工高等学校 (横浜市保土ケ谷区) 川　島　俊　輔
総合技術科
総合ビジネス科

17 保土ケ谷高等学校 (横浜市保土ケ谷区) 齋　藤　麻　紀 普通科

18 希望ケ丘高等学校 (横浜市旭区) 簗　瀨　公　成 普通科 普通科

19 二俣川高等学校 (横浜市旭区) 小　野　亜希子
普通科
看護科
福祉科

20 旭高等学校 (横浜市旭区) 廣　幡　清　広 普通科

21 横浜旭陵高等学校 (横浜市旭区) 竹　村　健　二 普通科(単)

22 磯子工業高等学校 (横浜市磯子区) 須　田　孝　之

機械科
電気科
建設科
化学科

総合学科(単)

23 横浜氷取沢高等学校 (横浜市磯子区) 唐　川　和　彦 普通科

24 金沢総合高等学校 (横浜市金沢区) 栗　原　剛　志 総合学科(単)

25 釜利谷高等学校 (横浜市金沢区) 槇　　　健　志 普通科

26 港北高等学校 (横浜市港北区) 坂　本　聡　志 普通科

27 新羽高等学校 (横浜市港北区) 都　丸　利　幸 普通科

28 岸根高等学校 (横浜市港北区) 久祢田　啓　嗣 普通科

29 霧が丘高等学校 (横浜市緑区) 岩　崎　道　子 普通科

30 白山高等学校 (横浜市緑区) 佐　藤　和　彦
普通科
美術科

31 市ケ尾高等学校 (横浜市青葉区) 富　澤　桂　子 普通科

32 青葉総合高等学校 (横浜市青葉区) 井　澤　　　純
普通科
総合学科(単)

33 元石川高等学校 (横浜市青葉区) 森　　　由　佳 普通科

34 川和高等学校 (横浜市都筑区) 藤　元　貴　嗣 普通科

35 荏田高等学校 (横浜市都筑区) 小　松　　　嚴 普通科

Ⅳ 附属資料 

１ 県立学校一覧 

 

(1) 県立高等学校 

ア 全日制・定時制 
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番号 学校名・所在地 (市区町) 校長名 全日制の課程 定時制の課程 専攻科

36 新栄高等学校 (横浜市都筑区) 水　上　𠮷𠮷　央 普通科

37 舞岡高等学校 (横浜市戸塚区) 宇　田　雅　則 普通科

38 横浜桜陽高等学校 (横浜市戸塚区) 中　川　治　彦 普通科(単)

39 上矢部高等学校 (横浜市戸塚区) 井　上　達　也
普通科
美術科

40 柏陽高等学校 (横浜市栄区) 會　田　　　勉 普通科

41 金井高等学校 (横浜市栄区) 笠　原　昭　彦 普通科

42 横浜栄高等学校 (横浜市栄区) 坂　元　久美子 普通科(単)

43 松陽高等学校 (横浜市泉区) 石　神　貴　子 普通科

44 横浜緑園高等学校 (横浜市泉区) 川　田　純　子 普通科(単)

45 横浜瀬谷高等学校 (横浜市瀬谷区) 小　林　幸　宏 普通科

46 川崎高等学校 (川崎市川崎区) 外　﨑　　　学 普通科(単) 普通科(単)

47 大師高等学校 (川崎市川崎区) 辻　　　美　枝 普通科(単)

48 川崎工科高等学校 (川崎市中原区) 佐　藤　基　泰 総合技術科

49 新城高等学校 (川崎市中原区) 金　子　博　暢 普通科

50 住吉高等学校 (川崎市中原区) 梅　澤　広　昭 普通科

51 川崎北高等学校 (川崎市宮前区) 細　川　　　諭 普通科

52 多摩高等学校 (川崎市多摩区) 梅　田　俊　輔 普通科

53 向の岡工業高等学校 (川崎市多摩区) 大　熊　敬　一
機械科
建設科
電気科

総合学科(単)

54 生田高等学校 (川崎市多摩区) 野　田　麻由美 普通科

55 百合丘高等学校 (川崎市多摩区) 柴　田　　　功 普通科

56 生田東高等学校 (川崎市多摩区) 山　本　玉　枝 普通科

57 菅高等学校 (川崎市多摩区) 足　立　健一郎 普通科

58 麻生総合高等学校 (川崎市麻生区) 千　葉　美希子 総合学科(単)

59 麻生高等学校 (川崎市麻生区) 小　島　由　美 普通科

60 相原高等学校 (相模原市緑区) 平　塚　専　一

畜産科学科
食品科学科
環境緑地科
総合ビジネス科

61 橋本高等学校 (相模原市緑区) 宮　島　和　彦 普通科

62 相模原城山高等学校 (相模原市緑区) 樋　口　一　孝 普通科(単)

63 津久井高等学校 (相模原市緑区) 熊　坂　和　也
普通科
福祉科

普通科

64 上溝高等学校 (相模原市中央区) 林　田　裕　之 普通科

65 相模原高等学校 (相模原市中央区) 奥　村　　　直 普通科

66 上溝南高等学校 (相模原市中央区) 河　合　　　豊 普通科

67 相模原弥栄高等学校 (相模原市中央区) 甲　斐　秀　幸

普通科(単)
スポーツ科学科(単)
音楽科(単)
美術科(単)

68 相模田名高等学校 (相模原市中央区) 黒　川　裕　樹 普通科

69 神奈川総合産業高等学校 (相模原市南区) 関　　　克　則 総合産業科(単)
普通科（単）
総合学科(単)

70 麻溝台高等学校 (相模原市南区) 濵　川　美奈子 普通科

71 上鶴間高等学校 (相模原市南区) 鈴　木　謙　治 普通科

72 横須賀高等学校 (横須賀市) 野　沢　重　和 普通科 普通科

73 横須賀大津高等学校 (横須賀市) 幸　田　　　隆 普通科

74 横須賀工業高等学校 (横須賀市) 日　置　賢　司

機械科
電気科
建設科
化学科

75 海洋科学高等学校 (横須賀市) 角　本　賢　一

船舶運航科
水産食品科
無線技術科
生物環境科

航海科 
機関科
無線技術科

 

  

-31-



 
 

番号 学校名・所在地 (市区町) 校長名 全日制の課程 定時制の課程 専攻科

76 追浜高等学校 (横須賀市) 坪　内　幸　子 普通科 普通科

77 津久井浜高等学校 (横須賀市) 後　藤　昌　英 普通科

78 横須賀南高等学校 (横須賀市) 片　岡　浩　介
普通科
福祉科

79 平塚江南高等学校 (平塚市) 逸　見　育　磨 普通科

80 平塚農商高等学校 (平塚市) 河　合　俊　直

都市農業科
都市環境科
食品科学科
農業総合科
総合ビジネス科

81 平塚工科高等学校 (平塚市) 塩　浦　健　吾 総合技術科

82 高浜高等学校 (平塚市) 牛久保　浩　一 普通科 普通科(単)

83 平塚湘風高等学校 (平塚市) 小　松　　　誉 普通科(単)

84 鎌倉高等学校 (鎌倉市) 小　島　嘉　男 普通科

85 七里ガ浜高等学校 (鎌倉市) 小　河　多香路 普通科

86 大船高等学校 (鎌倉市) 本　名　隆一郎 普通科

87 深沢高等学校 (鎌倉市) 与　安　　　透 普通科

88 湘南高等学校 (藤沢市) 田　中　和　也 普通科 普通科(単)

89 藤沢西高等学校 (藤沢市) 髙　橋　正　広 普通科

90 藤沢工科高等学校 (藤沢市) 武　田　郁　夫 総合技術科

91 藤沢清流高等学校 (藤沢市) 三　木　英　正 普通科(単)

92 藤沢総合高等学校 (藤沢市) 橋　井　香　苗 総合学科(単)

93 湘南台高等学校 (藤沢市) 石　井　富佐子 普通科

94 小田原高等学校 (小田原市) 大　谷　聡一郎 普通科(単) 普通科(単)

95 小田原東高等学校 (小田原市) 鈴　木　佳　子
普通科
総合ビジネス科

96 西湘高等学校 (小田原市) 杉　崎　志　穂 普通科

97 小田原北高等学校 (小田原市) 石　川　晋　吾

普通科
機械科
電気科
建設科
デザイン科

機械科
電気科

98 茅ケ崎高等学校 (茅ケ崎市) 為　成　雄　司 普通科 普通科

99 茅ケ崎北陵高等学校 (茅ケ崎市) 米　山　教　子 普通科

100 鶴嶺高等学校 (茅ケ崎市) 小松原　義　徳 普通科

101 茅ケ崎西浜高等学校 (茅ケ崎市) 倉　田　慎　一 普通科

102 逗子葉山高等学校 (逗子市) 平　　　容　久 普通科

103 三浦初声高等学校 (三浦市) 松　野　　　明
普通科(単)
都市農業科(単)

104 秦野高等学校 (秦野市) 大　江　雅　美 普通科

105 秦野総合高等学校 (秦野市) 大　沢　利　郎 総合学科(単) 総合学科(単)

106 秦野曽屋高等学校 (秦野市) 獅々倉　　　聡 普通科

107 厚木高等学校 (厚木市) 八　田　直　昭 普通科

108 厚木王子高等学校 (厚木市) 宗　方　泰　司
普通科
総合ビジネス科

109 厚木北高等学校 (厚木市) 市　川　明　宏
普通科
スポーツ科学科

110 厚木清南高等学校 (厚木市) 丹　野　栄　一 普通科(単) 普通科(単)

111 厚木西高等学校 (厚木市) 伊　藤　秀　樹 普通科

112 大和高等学校 (大和市) 山　口　修　司 普通科

113 大和南高等学校 (大和市) 神　橋　憲　治 普通科

114 大和東高等学校 (大和市) 鍛　代　千　鶴 普通科

115 大和西高等学校 (大和市) 横　谷　英　海 普通科
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番号 学校名・所在地 (市区町) 校長名 全日制の課程 定時制の課程 専攻科

116 伊勢原高等学校 (伊勢原市) 澤　田　　　裕 普通科 普通科

117 伊志田高等学校 (伊勢原市) 広　瀬　邦　彦 普通科

118 中央農業高等学校 (海老名市) 岩　崎　秀　太
園芸科学科
畜産科学科
農業総合科

119 海老名高等学校 (海老名市) 多　田　由紀江 普通科

120 有馬高等学校 (海老名市) 藤　原　敬　子 普通科

121 座間高等学校 (座間市) 磯　貝　靖　子 普通科

122 座間総合高等学校 (座間市) 安　齋　文　浩 総合学科(単)

123 相模向陽館高等学校 (座間市) 内　田　和　幸 普通科(単)

124 足柄高等学校 (南足柄市) 岩　崎　康　仁 普通科

125 綾瀬高等学校 (綾瀬市) 根　本　　　工 普通科

126 綾瀬西高等学校 (綾瀬市) 土　屋　朋　之 普通科

127 寒川高等学校 (高座郡寒川町) 大　内　良　臣 普通科

128 大磯高等学校 (中郡大磯町) 篠　田　　　聡 普通科

129 二宮高等学校 (中郡二宮町) 丸　野　　　薫 普通科

130 山北高等学校 (足柄上郡山北町) 多　田　　　功 普通科

131 吉田島高等学校 (足柄上郡開成町) 間　橋　元　治

都市農業科(単)
食品加工科(単)
環境緑地科(単)
生活科学科(単)

132 愛川高等学校 (愛甲郡愛川町) 杉　山　治　久 普通科

備考　「全日制の課程」の欄の「(単)」は単位制による全日制、「定時制の課程」の欄の「(単)」は単位制による定時制を示す。

番号 学校名・所在地 (市区町) 校長名 通信制の課程

1 横浜修悠館高等学校 (横浜市泉区) 野　中　幹　子 普通科(単)

2 厚木清南高等学校 (厚木市) 丹　野　栄　一 普通科(単)

備考　「通信制の課程」の欄の「(単)」は単位制による通信制を示す。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 通信制 

 

 

 

 

(2) 県立中等教育学校 

 

  

番号 学校名・所在地 (市区町) 校長名 区分 学科

1 相模原中等教育学校 (相模原市南区) 岡　野　正　之
前期課程

後期課程 普通科(単)

2 平塚中等教育学校 (平塚市) 松　本　靖　史
前期課程

後期課程 普通科(単)

備考　「学科」の欄の「(単)」は単位制による全日制の課程を示す。
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番号 学校名・所在地 （市区町） 校長名 部・学科名

1 平塚盲学校 （平塚市） 塚　越　立　子

幼稚部
小学部
中学部
高等部　(本科)：普通科
　　　　　　　　保健理療科
　　　(専攻科)：理療科
　　　　　　　　保健理療科

2 平塚ろう学校 （平塚市） 杉　﨑　郁　夫

幼稚部
小学部
中学部
高等部　(本科)：普通科
　　　　　　　　総合デザイン科
　　　　　　　　情報ビジネス科
　　　(専攻科)：理容・美容科
                総合生活デザイン科
　　　　　　　　情報応用ビジネス科

3
鶴見支援学校
　［岸根分教室

（横浜市鶴見区）
（横浜市港北区）］

伊　藤　美　加
小学部　　　　（知的障害）
中学部　　　　（ 　〃 　）
高等部（本科）（ 　〃 　）

4 横浜南支援学校 （横浜市南区） 藤　田　みゆき
小学部　　　　（病　　弱）
中学部　　　　（ 　〃 　）
高等部（本科）（ 　〃 　）

5
保土ケ谷支援学校
　［舞岡分教室
　［横浜平沼分教室

（横浜市保土ケ谷区）
（横浜市戸塚区）］
（横浜市西区）］

坂　戸　博　子
小学部　　　　（知的障害）
中学部　　　　（ 　〃 　）
高等部（本科）（ 　〃 　）

6
金沢支援学校
　［横浜氷取沢分教室

（横浜市金沢区）
（横浜市磯子区）］

柏　木　雅　彦
小学部（知的障害・肢体不自由）
中学部　　　　（ 　　〃 　　）
高等部（本科）（ 　　〃 　　）

7
みどり支援学校
　［新栄分教室

（横浜市緑区）
（横浜市都筑区）］

福　田　裕　志
小学部　　　　（知的障害）
中学部　　　　（ 　〃 　）
高等部（本科）（ 　〃 　）

8 あおば支援学校 （横浜市青葉区） 野　呂　　　隆
小学部（知的障害・肢体不自由）
中学部　　　　（ 　　〃 　　）
高等部（本科）（ 　　〃 　　）

9
瀬谷支援学校
　［大和東分教室
   [大和南分教室

（横浜市瀬谷区）
（大和市）］
（大和市）］

飯　窪　美紀子
小学部　　　　（知的障害）
中学部　　　　（ 　〃 　）
高等部（本科）（ 　〃 　）

10
三ツ境支援学校
　［横浜緑園分教室

（横浜市瀬谷区）
（横浜市泉区）］

羽　賀　晃　代

小学部　　　　（肢体不自由）
中学部　　　　（　　〃　　）
高等部（本科）
　　　  （知的障害・肢体不自由）

11 横浜ひなたやま支援学校 （横浜市瀬谷区） 見　目　茂　則 高等部（本科）（知的障害）

12
中原支援学校
　［住吉分教室

（川崎市中原区）
（川崎市中原区）］

川　島　結　子

小学部　　　　（肢体不自由）
中学部　　　　（　　〃　　）
高等部（本科）
　　　  （知的障害・肢体不自由）

13
高津支援学校
　［生田東分教室
　［川崎北分教室

（川崎市高津区）
（川崎市多摩区）］
（川崎市宮前区）］

藤　岡　　　歩
小学部　　　　（知的障害）
中学部　　　　（ 　〃 　）
高等部（本科）（ 　〃 　）

14
麻生支援学校
　［元石川分教室

（川崎市麻生区）
（横浜市青葉区）］

添　木　　　博
小学部（知的障害・肢体不自由）
中学部　　　　（ 　　〃 　　）
高等部（本科）（ 　　〃 　　）

15 津久井支援学校 （相模原市緑区） 藤　原　英　明
小学部（知的障害・肢体不自由）
中学部　　　　（ 　　〃 　　）
高等部（本科）（ 　　〃 　　）

 (3) 県立特別支援学校 
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番号 学校名・所在地 （市区町） 校長名 部・学科名

16 相模原中央支援学校 （相模原市中央区） 片　山　葉　子

幼稚部（視覚障害・聴覚障害）
小学部　視覚障害・聴覚障害・
　　　　知的障害・肢体不自由
中学部（　　 　　〃　 　　　）
高等部（本科）
        （知的障害・肢体不自由）

17
相模原支援学校
　［橋本分教室

（相模原市南区）
（相模原市緑区）］

星　野　　　進
小学部　　　　（知的障害）
中学部　　　　（ 　〃 　）
高等部（本科）（ 　〃 　）

18 岩戸支援学校 （横須賀市） 鈴　木　香　子
高等部（本科）
　　　  （知的障害・肢体不自由）

19
武山支援学校
　［津久井浜分教室

（横須賀市）
（横須賀市）］

村　山　　　学
小学部（知的障害・肢体不自由）
中学部　　　　（ 　　〃 　　）
高等部（本科）（ 　　〃 　　）

20 平塚支援学校 （平塚市） 大　津　彰　子
小学部（知的障害・肢体不自由）
中学部　　　　（ 　　〃 　　）
高等部（本科）（ 　　〃 　　）

21 湘南支援学校 （平塚市） 鈴　木　　　剛
小学部　　　　（知的障害）
中学部　　　　（ 　〃 　）
高等部（本科）（ 　〃 　）

22
鎌倉支援学校
　［金井分教室

（鎌倉市）
（横浜市栄区）］

藤　田　　　肇

小学部　　　　（肢体不自由）
中学部　　　　（　　〃　　）
高等部（本科）
　　　  （知的障害・肢体不自由）

23
藤沢支援学校
　［鎌倉分教室

（藤沢市）
（鎌倉市）］

野　毛　美　穂
小学部　　　　（知的障害）
中学部　　　　（ 　〃 　）
高等部（本科）（ 　〃 　）

24
小田原支援学校
　［湯河原校舎
　［大井分教室

（小田原市）
（足柄下郡湯河原町）］
（足柄上郡大井町）］

山　﨑　明　久
小学部（知的障害・肢体不自由）
中学部　　　　（ 　　〃 　　）
高等部（本科）（ 　　〃 　　）

25 茅ケ崎支援学校 （茅ケ崎市） 林　　　麻佐美
小学部（知的障害・肢体不自由）
中学部　　　　（ 　　〃 　　）
高等部（本科）（ 　　〃 　　）

26
秦野支援学校
　［末広校舎

（秦野市）
（秦野市）］

長谷川　智　一
小学部（知的障害・肢体不自由・病弱）
中学部　　　　（ 　　〃 　　　）
高等部（本科） (     〃       )

27
伊勢原支援学校
　［伊志田分教室

（伊勢原市）
（伊勢原市）］

澤　田　丈　嗣
小学部　　　　（知的障害）
中学部　　　　（ 　〃 　）
高等部（本科）（ 　〃 　）

28 えびな支援学校 （海老名市） 高　田　君　恵
小学部（知的障害・肢体不自由）
中学部　　　　（ 　　〃 　　）
高等部（本科）（ 　　〃 　　）

29
座間支援学校
　［有馬分教室
　［相模向陽館分教室

（座間市）
（海老名市）］
（座間市）］

佐々木　由紀子

小学部　　　　（肢体不自由）
中学部　　　　（　　〃　　）
高等部（本科）
　　　  （知的障害・肢体不自由）
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人 人 人 人 人 人 人

12,006 12,076 △ 70 △ 63 △7 -     -     

1,047 1,056 △9 -      -     △9 -     

13,053 13,132 △ 79 △ 63 △7 △9 -     

（　校　種　別　内　訳　）

9,329 9,441 △112 △99 △7 △6 - 

中等教育学校 48 48 0 - -     -     -     

高 等 学 校 9,281 9,393 △112 △99 △7 △6 -     

3,724 3,691 33 36 -     △3 -     

9,836 9,775 61 75 -     △14 -     

5,724 5,610 114 107 -     7 -     

183 196 △ 13 △ 10 -     △3 -     

19 19 0 - -     - -     

15,762 15,600 162 172 -     △10 -     

29,678 29,565 113 109 △7 △19 30

備考

市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
条
例

小 学 校

中 学 校

神
奈
川
県
職
員
定
数
条
例

（学校以外の教育機関を
含む。）

教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校

教 育 委 員 会

863

特 別 支 援 学 校

校 長 及 び 教 員

そ の 他 の 職 員

小　　計

区　　　　　　分
８ 年 度
条例定数

７ 年 度
条例定数

増 減 員

増減員内訳

校　長
教諭等

実　習
助手等

事　務
職員等

事務局
職　員

　１　「校長及び教員」：（校長教諭等）校長・副校長・教頭・総括教諭・教諭・養護教諭・栄養教諭

　　　　　　　　　　　  （実習助手等）実習助手・寄宿舎指導員

　２　「その他の職員」：（事務職員等）事務職員・学校栄養職員・技術職員（船員）・技能職員

-     30-      

特 別 支 援 学 校

高 等 学 校 （ 定 時 制 ）

小　　　計

833 30

合　　　　　計

高 等 学 校 等

-     

(A)

(B)

(C)

(A)+(B)+(C)

２ 教育関係職員定数一覧 
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普通学級 特別支援学級 計 普通学級 特別支援学級 計

校 人 人 人 学級 学級 学級

８ 年 度 324 134,804 7,362 142,166 4,861 1,440 6,301

７ 年 度 324 137,444 6,911 144,355 4,911 1,349 6,260

比　　較 0 △2,640 451 △2,189 △50 91 41

８ 年 度 176 69,292 3,042 72,334 2,092 608 2,700

７ 年 度 176 70,571 2,792 73,363 2,060 591 2,651

比　　較 0 △1,279 250 △1,029 32 17 49

８ 年 度 2 1,883 -       1,883 50 -       50

７ 年 度 2 1,890 -       1,890 51 -       51

比　　較 0 △ 7 -       △ 7 △1 -       △1

８ 年 度 130 103,591 -       103,591 2,820 -       2,820

７ 年 度 131 104,663 -       104,663 2,950 -       2,950

比　　較 △ 1 △1,072 -       △1,072 △130 -       △130

幼・小中学部 高 等 部 計 幼・小中学部 高 等 部 計

校 人 人 人 学級 学級 学級

８ 年 度 32 2,993 3,659 6,652 927 738 1,665

７ 年 度 32 2,797 3,511 6,308 883 727 1,610

比　　較 0 196 148 344 44 11 55

備考

学　　級　　数

公
立
中
学
校

区　　分 学校数

児 童 ・ 生 徒 数 学　　級　　数

公
立
小
学
校

県
立
中
等
教
育
学
校

県
立
高
等
学
校

全
日
制

区　　分 学校数

幼　児 ・ 児　童 ・ 生 徒 数

　３　令和７年度については、令和７年度学校基本統計（学校基本調査報告書）の値による

　２　令和８年度については、令和８年度当初予算編成時点の推計値による

　１　公立小学校、公立中学校、公立特別支援学校は、政令市（横浜市、川崎市、相模原市）を含まない

公
立
特
別
支
援
学
校

 ３ 学校種別毎の学校数、児童・生徒数、学級数 
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神奈川県 教育委員会 

横浜市中区日本大通１ 神奈川県庁東庁舎 〒231-8588 電話(045)210-1111(代表) 
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